
高砂市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、障害者の自立を図るとともに、生きがいを高め、社会参加を促進することを目的と

して、高砂市地域生活支援事業に関する規則（平成１８年高砂市規則第４４号）第３条第５項に規定す

る事業として地域活動支援センター運営事業を行う法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

るものとし、その交付に関しては、高砂市各種事業等補助金交付規則(昭和４７年高砂市規則１６号)に

定めるもののほか、この要綱の定めるところとする。 

(補助金交付の対象) 

第２条 この補助金の対象は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第７７条第 1 項第９号に規定する事業で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成１８年厚生労

働省令第１７５号)に基づいて地域活動支援センター運営事業を実施する法人に対して交付する。 

２ 地域活動支援センター運営事業を開始し、第 8 条に規定する補助金の交付申請を行う法人は、高砂市

地域活動支援センター運営事業開始届出書（様式第１号）に必要書類を添えて市長に届出するものとす

る。 

 （地域活動支援センターの区分） 

第３条 地域活動支援センター運営事業は、地域生活支援事業実施要綱（平成１８年 障発第０８０１０

０２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に規定する基礎的事業とその機能を充実・強化

する機能強化事業に区分する。 

 （基礎的事業の要件） 

第４条 基礎的事業に関する補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければな

らない。 

 (1) 法人格を有する法人で、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６９条に規定する第２種社会

福祉事業の届出及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７９条第４項

に規定する届出を監督官庁へ行っていること。 

(2) 事業の内容は、障害者の障害の程度、特性、能力に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供、

社会との交流の促進等を行うこと。 

 (3) 利用対象者は、市内に住所を有する障害者等であること。 

(4) １日当たりの実利用人員は、概ね１０人以上であること。 

 (5) 開設日数は、原則として週５日以上であること。 

(6) 開設時間は、目安として 1 日当たり 6 時間以上であること。 

 (7) 指導員は、適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を２名以上配置し、うち１名は専任者であ

ること。 

 (8) 事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に十分留意したものであること。 

 （機能強化事業の要件） 

第５条 機能強化事業に関する補助の対象となる事業は、前条各号に規定する要件を満たすもので、次の

各号に掲げる類型ごとに定める事業形態の要件を満たすものでなければならない。 

(1) 機能強化事業のⅠ型に定めるもの。 

(ｱ) 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調

整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する



ものとし、併せて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第 1 項第

３号に規定する相談支援事業を実施すること。 

  (ｲ) 基礎的事業による職員のほか、１名以上を配置し、うち２名以上を常勤とすること。 

  (ｳ) １日当たりの実利用人員が概ね２０名以上であること。 

(2) 機能強化事業のⅡ型に定めるもの。 

(ｱ) 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービ

スを行うものであること。 

(ｲ) 基礎的事業による職員のほか、１名以上を配置し、うち１名以上を常勤とすること。 

  (ｳ) １日当たりの実利用人員が概ね１５名以上であること。 

(3) 機能強化事業のⅢ型に定めるもの。 

(ｱ) 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業実績

を概ね５年以上有し、安定的な運営が図られていること、又は自立支援給付に基づく事業所に併設し

て実施していること。 

  (ｲ) 基礎的事業による職員のうち１名以上を常勤とすること。 

  (ｳ) １日当たりの実利用人員が概ね１０名以上であること。 

 (補助対象経費) 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、別表１及び別表２に定める地域活動支援センター運営事業に

必要な経費とする。  

(補助額) 

第７条 補助金の交付額は、次に定める各号の額とする。ただし、それぞれの額に千円未満の端数がある

ときは、その金額を切り捨てるものとする。 

(1) 基礎的事業の補助金の額は、別表１に定める対象経費の額と基準額とを比較して少ない方の額と

する。 

 (2) 機能強化事業の補助金の額は、別表１に定める基準額により算出した額とする。 

 (3) 利用者の交通費補助金については、別表２に定める額とする。 

 (交付申請) 

第８条 補助金の交付を受けようとする法人は、高砂市地域活動支援センター運営事業補助金交付申請書

(様式第２号)に必要書類を添えて市長に申請するものとする。 

 (補助金交付の決定等) 

第９条 市長は、前条の書類を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、高砂市地域

活動支援センター運営事業補助金交付決定通知書(様式第３号)により当該法人に対し交付決定の通知を

するものとする。 

(変更等の承認申請) 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた当該法人は、補助事業の内容・経費その他申請に関わる事項に変

更を生じたとき又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、高砂市地域活動支援センター運営

事業変更等承認申請書(様式第４号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

(実績報告等) 

第１１条 当該法人は、補助事業が完了したときは、速やかに高砂市地域活動支援センター運営事業実績

報告書（年次）(様式第５号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 当該法人は、毎月１０日までに前月の事業実績について高砂市地域活動支援センター運営事業実績報

告書（月次）（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 



３ 当該法人は、本市の利用者又はその家族からの苦情を受けた場合は、その都度市長へ報告するものと

する。 

４ 当該法人は、本市の利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、速やかに市長へ報

告するものとする。 

(補助金交付決定の取消等) 

第１２条 市長は、当該法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは

一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。 

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(帳簿等の整備) 

第１３条 当該法人は、補助に係る事業の収支を明らかにした帳簿を整え、収支についての証拠書類を整

理し、事業終了後５年間保存しなければならない。 

(調査) 

第１４条 市長は、必要があると認めたときは、当該法人に対し、報告を求め、又は市職員に調査を行わ

せることができる。 

  (その他) 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１９年４月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２０年４月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月 1 日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



別表１ 

 対  象  経  費 基   準   額 

基
礎
的
事
業 

次に掲げる対象経費の実支出額×市内在住者

月利用延人員／月利用延人員 
 

１．指導員等の人件費（報酬、報償費、給料、

職員手当等、社会保険料及び賃金） 

２．旅費 

３．需要費（消耗品費、印刷製本費、指導用材

料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、

医薬材料費等） 

４．役務費（通信運搬費等） 

５．使用料（建物賃借料等） 
 

神戸市外に設置の場合 
 

１ 次の①と②の合計額 

①管理費 

5,313,600 円×開設月数÷12×市内在住者月

利用延人員／月利用延人員 

②事業費 

 8,330円×月利用延人員（ただし、１月あたり

20名を限度とする。）×市内在住者月利用延人

員／月利用延人員 
 

神戸市内に設置の場合 

 96,890円×市内在住者月利用延人員 

機
能
強
化
事
業 

基準額       基準額       基準額 

Ⅲ型 １５０万円  Ⅱ型 ３００万円  Ⅰ型 ６００万円 
 

（基準額×開設月数÷12×市内在住者月利用延人員／月利用延人員） 

 

 ※月利用延人員とは、各月の利用人員を合計した数をいう。 
 

（注） 

１．開設月数は､月の初日開設月から起算する。(１日開設は当該月から､２日以降開設は翌月から起算する。) 

２．基礎的事業の補助基準額は、県補助要綱が改正された場合にはそれに準じる。 

３．基礎的事業の開設月数は、月初日利用者がいない月（本市以外の市町を含む）は、開設月数に含まな

いものとする。 

４．機能強化事業の開設月数は、本市利用者がいない月は、開設月数に含まないものとする。 

５．上記の場合の月利用延人員は、開設月の各月の利用人員を合計した数とする。 

６．機能強化事業の月利用延人員が、開設月数に１０を乗じた数に満たない場合、開設月数に１０を乗じ

た数とする。 

７．利用人員とは、月平均５日以上又は年間 60 日以上利用している者を対象とする。 

＜例＞６ヶ月の開所 → 月平均５日以上又は年間 30 日以上利用している者を対象 

８．利用者が他の支援制度等を併用する場合は、当該利用者の事業所での支援内容が代替不能で計画的で

ある場合に限り、週当たりの利用日数等に応じて按分し、利用延人員として算入することができる。 

＜例＞週に２日の利用 → ２／５（0.4人）を利用延人員に加算 

なお、月ごとに利用人員に小数点以下の端数がある場合は、切り上げる。 

 



別表２ 

利用者の交通費補助金 

高額の交通費を負担している利用者の交通費の一部を助成対象として、地域活動支援センターの対象

経費として計上する場合に助成する。 

 地域活動支援センターが利用者に助成する場合に適用 

 

 助成額（A）  １ 交通機関利用者  通所に係る交通費実費（※１） 

         ２ 保護者等の送迎等 下記の表の基準額により算出した額（※２） 

（施設等による送迎は対象としない） 

 基礎控除額（B）  8,000円 

 

 助成額 （Ａ－Ｂ）／２×月数 

 

区分 基準額（月額） 

片道 ６km未満 4,100円 

   ６km以上１０Km未満 4,900円 

  １０km以上１４Km未満  6,700円 

  １４km以上１８Km未満  8,900円 

  １８km以上２２Km未満  11,300円 

  ２２km以上２６Km未満  13,700円 

  ２６km以上３０Km未満  15,800円 

  ３０km以上３４Km未満  17,800円 

  ３４km以上３８Km未満  19,800円 

  ３８km以上４２Km未満  21,900円 

４２km以上４６Km未満  24,200円 

  ４６km以上５０Km未満  26,600円 

  ５０km以上５４Km未満  29,000円 

  ５４km以上５８Km未満  31,400円 

  ５８km以上６２Km未満  33,800円 

  ６２km以上６６Km未満  36,200円 

  ６６km以上７０Km未満  38,600円 

  ７０km以上７４Km未満  41,000円 

  ７４km以上７８Km未満  43,400円 

  ７８km以上８２Km未満  45,800円 

  ８２km以上８６Km未満  47,000円 

  ８６km以上 

47,000円に８６kmを超える部分が４km

までごとに 1,200 円を加算した額（そ

の額が 55,000 円を超えるときは、

55,000円） 

  

 ※１ 交通費の額がわかるもの（領収書、定期券のコピーなど）及び施設から利用者へ発行する 

領収書のコピー又はそれに変わるものを添付すること。 

 ※２ 施設から利用者へ発行する領収書のコピー又はそれに変わるものを添付すること。 

 交通費助成の基準は、県補助要綱が改正された場合にはそれに準じる。 

 高砂市障害者（児）通園費助成金交付要綱に規定する通園費の助成を受ける場合は、この補助は受けること

ができません。 


